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証明書コンビニ交付サービス
が始まります！

　平成29年 2月から、マイナンバーカードを利用して全国のコン
ビニエンスストアで住民票の写しなどの証明書が取得できる「証明
書コンビニ交付サービス」が始まります。

コ
ン
ビ
ニ
交
付
の
メ
リ
ッ
ト　

・
昼
休
み
や
夜
間
、
休
日
な
ど
、
自
分
の
都

合
に
合
わ
せ
て
取
得
で
き
ま
す
。

・
市
役
所
や
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
に
行
か

な
く
て
も
、
全
国
の
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
取

得
で
き
ま
す
。

・
窓
口
の
よ
う
な
混
雑
が
あ

り
ま
せ
ん
。

利
用
で
き
る
人

　

富
士
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
利
用
者
証

明
用
電
子
証
明
書
を
格
納
し
た
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
る
人

利
用
で
き
る
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

　

全
国
の
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
、
フ
ァ
ミ
リ
ー

マ
ー
ト
、
サ
ー
ク
ル
K
サ
ン
ク
ス
、
ロ
ー
ソ

ン
な
ど
で
、
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
（
キ
オ
ス
ク

端
末
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
店
舗

利
用
で
き
る
時
間

　

6
時
30
分
〜
23
時

（
年
末
年
始
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
日
は
除
く
）

簡単 便利

問
い
合
わ
せ　
市
民
課

　
　
　
　
　
　
☎（
55
）2
9
7
7

　
　
　
　
　
　

5（
53
）3
0
6
4

取
得
で
き
る
証
明
書
の
種
類

・
住
民
票
の
写
し

・
印
鑑
登
録
証
明
書

・
所
得
証
明
書

・
所
得
課
税
証
明
書

・
納
税
証
明
書
（
市
民
税
・
県
民
税
）

富
士
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
本
籍
が
あ
る
人
の

・
戸
籍
（
全
部
・
個
人
）
事
項
証
明
書

・
戸
籍
の
附
票
の
写
し

安
心
・
安
全
対
策

❶
申
請
か
ら
証
明
書
の
受
領
ま
で
の
全
て
の

手
続
を
、
周
り
の
人
の
目
に
ふ
れ
ず
安
心

し
て
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

❷
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
証
明
書
の
取
り

忘
れ
を
防
止
す
る
た
め
、
端
末
に
音
声
案

内
や
画
面
表
示
な
ど
の
取
り
忘
れ
防
止
対

策
を
施
し
て
い
ま
す
。

❸
個
人
情
報
漏
え
い
の
防
止
対
策
を
し
て
い

ま
す
。

❹
発
行
さ
れ
た
証
明
書
に

は
、
偽
造
・
改
ざ
ん
防

止
処
理
を
施
し
て
い
ま

す
。

注
意

　

印
鑑
登
録
証
明
書
を
市
役
所
及
び
各
地

区
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
で
取
得
す
る
際

は
、
印
鑑
登
録
証
（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の

カ
ー
ド
）
が
必
要
で
す
。

　
「
証
明
書
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
」
の

開
始
に
伴
い
、
住
基
カ
ー
ド
を
利
用
し
た

「
証
明
書
自
動
交
付
機
」（
市
役
所
2
階
及
び

庁
舎
北
側
）
は
、
平
成
29
年
1
月
27
日
で
廃

止
し
ま
す
。
今
後
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
に
よ
る
「
証
明
書
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ

ス
」
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

証
明
書
自
動
交
付
機
を

　
　
　
　
　
　
　
　
廃
止
し
ま
す

注
意

・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
以
下
「
住
基

カ
ー
ド
」
）
や
、
紙
製
の
通
知
カ
ー
ド

で
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

・
利
用
の
際
、
カ
ー
ド
取
得
時
に
設
定
し

た
4
桁
の
暗
証
番
号
が
必
要
で
す
。

マイナンバーキャラクター
マイナちゃん

ま
ず
は
、
カ
ー
ド
の
申
請
を
！

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
コ
ン
ビ
ニ

交
付
サ
ー
ビ
ス
の
ほ
か
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
利
用
し
た
確
定
申
告（e

イ
ー
タ
ッ
ク
ス

-Tax

）や
公

的
な
身
分
証
明
書
と
し
て
利
用
で
き
る
な

ど
、
大
変
便
利
な
カ
ー
ド
で
す
。

　
申
請
方
法
は
、
郵
便
申
請
や
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
よ
る
ウ
ェ
ブ
申
請
な
ど
が
あ
り
、

自
宅
で
申
請
手
続
が
で
き
ま
す
。
カ
ー
ド

の
申
請
か
ら
受
け
取
り
ま
で
約
1
か
月
か

か
り
ま
す
の
で
、
お
早
目
に
手
続
を
お
願

い
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
市
民
課
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。


